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２ 水質汚濁関係資料 

(1) 水質汚濁防止法に基づく届出状況 

 

業種別工場又は事業場の数（水質汚濁防止法） 

令和６(2024）年３月31日現在 

地区 

業種 
合計 川崎区 幸 区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

合  計 606 196 19 37 126 78 79 71 

食料品製造業 40 13 0 1 12 5 8 1 

紙加工品製造業 1 1 0 0 0 0 0 0 

化学工業 39 35 0 0 3 0 0 1 

石油製品製造業 4 4 0 0 0 0 0 0 

鉄鋼業 3 3 0 0 0 0 0 0 

金属製品製造業 47 26 0 6 11 0 2 2 

電気機械器具製造業 11 4 2 1 2 0 0 2 

輸送用機械器具製造業 2 0 0 1 0 1 0 0 

窯業・土石製品製造業 16 4 0 2 8 0 0 2 

その他の製造業 21 4 2 1 7 3 1 3 

学術･開発研究機関 64 34 5 1 17 1 2 4 

洗濯業 92 2 0 4 24 14 29 19 

その他 266 66 10 20 42 54 37 37 

 

排水量規模特定事業場数 

令和６(2024）年３月31日現在 

地区 

排水規模 
合計 川崎区 幸 区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

 

内 

 

 

訳 

50m３/日未満  
547 

(206) 

144 

(93) 

17 

(16) 

36 

(20) 

125 

(39) 

76 

(8) 

79 

(18) 

69 

(12) 

50～400m３/日未満 
17 

(5) 

14 

(4) 

1 

(0) 

0 

(0) 

1 

(1) 

1 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

400m３/日以上 
42 

(27) 

38 

(26) 

1 

(0) 

1 

(0) 

0 

(0) 

1 

(1) 

0 

(0) 

1 

(0) 

合  計 
606 

(238) 

196 

(123) 

19 

(16) 

37 

(20) 

126 

(40) 

78 

(9) 

79 

(18) 

71 

(12) 

有害物質貯蔵指定施設 

のみを設置する事業場 

8 

 

7 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

（注）：（ ）内は、「有害物質使用特定施設」設置事業場数 
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特定施設別特定事業場数 

令和６(2024）年３月31日現在 

 
代表特定施設又は 

代表特定施設に係る業種 

特定事業場数 

50 m３以上 50 m３未満 合計 

 有害物質  有害物質  有害物質 

1 鉱業・水洗炭業       

1の2 畜産農業   4 1 4 1 

2 畜産食料品製造業   4  4  

3 水産食料品製造業 1    1  

4 保存食料品製造業       

5 
みそ・しょうゆ・食用アミノ酸・グルタミン
酸ソーダ・ソース・食酢製造業 1 1 2  3 1 

6 小麦粉製造業       

7 砂糖製造業       

8 パン・菓子製造業・製あん業       

9 米菓製造業・こうじ製造業   1  1  

10 飲料製造業   2  2  

11 動物系飼料・有機肥料製造業       

12 動植物油脂製造業       

13 イースト製造業       

14 でん粉・化工でん粉製造業       

15 ぶどう糖・水あめ製造業       

16 麺類製造業   1  1  

17 豆腐・煮豆製造業   20  20  

18 インスタントコーヒー製造業       

18の2 冷凍調理食品製造業   1  1  

18の3 たばこ製造業       

19 紡績業、繊維製品の製造・加工業   3  3  

20 洗毛業       

21 化学繊維製造業       

21の2 一般製材業・木材チップ製造業       

21の3 合板製造業       

21の4 パーティクルボード製造業       

22 木材薬品処理業       

23 パルプ・紙・紙加工品製造業 1    1  

23の2 新聞業・出版業・印刷業・製版業   3 1 3 1 

24 化学肥料製造業       

25 削除（か性ソーダ・か性カリ製造業）       

26 無機顔料製造業       

27 その他の無機化学工業製品製造業 1  1 1 2 1 

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業       

29 コールタール製品製造業       

30 発酵工業       

31 メタン誘導品製造業 1 1   1 1 

32 有機顔料・合成染料製造業       

33 合成樹脂製造業 8 3 2 1 10 4 

34 合成ゴム製造業 2 2   2 2 

35 有機ゴム薬品製造業       

36 合成洗剤製造業 1 1   1 1 

37 その他の石油化学工業 8 8 1  9 8 

38 石けん製造業       

38の2 界面活性剤製造業       

39 硬化油製造業       

40 脂肪酸製造業       

41 香料製造業       

42 ゼラチン・にかわ製造業       
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43 写真感光材料製造業       

44 天然樹脂製品製造業       

45 木材化学工業       

46 その他の有機化学工業製品製造業 4 3 1  5 3 

47 医薬品製造業   1  1  

48 火薬製造業       

49 農薬製造業       

50 試薬製造業       

51 石油精製業 2 2   2 2 

51の2 
自動車タイヤ・チューブ・ゴムホース、工業
用ゴム、更生タイヤゴム板製造業 

      

51の3 
医薬用・衛生用ゴム製品、ゴム手袋、糸ゴム、
ゴムバンド製造業 

      

52 皮革製造業       

53 ガラス・ガラス製品製造業 1 1 2 1 3 2 

54 セメント製品製造業       

55 生コンクリート製造業   14  14  

56 有機質砂かべ材製造業       

57 人造黒鉛電極製造業       

58 窯業原料精製業   3  3  

59 砕石業       

60 砂利採取業       

61 鉄鋼業 3 2   3 2 

62 非鉄金属製造業       

63 金属製品製造業・機械器具製造業 1 1 8 2 9 3 

63の2 空きびん卸売業       

63の3 石炭を燃料とする火力発電施設       

64 ガス供給業・コークス製造業       

64の2 水道施設・工業用水道施設・自家用工業用水道   4  4  

65 酸・アルカリによる表面処理施設 4 4 20 13 24 17 

66 電気めっき施設 1 1 12 12 13 13 

66の2 ｴﾁﾚﾝｵｷｻｲﾄﾞ又は1,4-ｼﾞｵｷｻﾝの混合施設       

66の3 旅館業   11  11  

66の4 共同調理場   1  1  

66の5 弁当仕出屋・弁当製造業 1  5  6  

66の6 飲食店   4  4  

66の7 そば店・うどん店・すし店・喫茶店       

66の8 料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブ       

67 洗たく業   89 17 89 17 

68 写真現像業   11 5 11 5 

68の2 病院   9 5 9 5 

69 と畜業・死亡獣畜取扱業       

69の2 卸売市場 1    1  

70 廃油処理施設       

70の2 自動車特定整備事業   1  1  

71 自動式車両洗浄施設   105  105  

71の2 研究・試験・検査・専門教育機関   46 31 46 31 

71の3 一般廃棄物処理施設   3 3 3 3 

71の4 産業廃棄物処理施設 2 1 5 1 7 2 

71の5 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ又はﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝによる洗浄施設   2 2 2 2 

71の6 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ又はﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝによる蒸留施設       

72 し尿処理施設 1  5  6  

73 下水道終末処理施設 4    4  

74 共同処理施設 4  4 3 8 3 

 指定地域特定施設 4  27  31  

 有害物質使用特定事業場（第5条第3項）   103 103 103 103 

 合計 57 31 438 99 495 130 

 有害物質貯蔵指定施設のみを設置する事業場   8 8 8 8 
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(2) 河川・海域環境調査地点及び測定項目 

河川・海域環境調査地点及び測定項目 

水
素
イ
オ
ン
濃
度

溶
存
酸
素
量

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
要
求
量

浮
遊
物
質
量

大
腸
菌
数

ｎ
―

ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質

全
窒
素

全
燐

全
亜
鉛

ノ
ニ
ル
フ
ェ

ノ
ー

ル

直
鎖
ア
ル
キ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸

及
び
そ
の
塩

カ
ド
ミ
ウ
ム

全
シ
ア
ン

鉛 六
価
ク
ロ
ム

砒
素

総
水
銀

ア
ル
キ
ル
水
銀

Ｐ
Ｃ
Ｂ

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

四
塩
化
炭
素

１
,
２
―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
,
１
―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

シ
ス
―

１
,
２
―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

１
,
１
,
１
―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
,
１
,
２
―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

１
,
３
―

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

チ
ウ
ラ
ム

シ
マ
ジ
ン

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ

ベ
ン
ゼ
ン

セ
レ
ン

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

ふ
っ

素

ほ
う
素

１
,
４
―

ジ
オ
キ
サ
ン

＊三沢川 ・ 一の橋 24 24 24 24 24 12 2 24 24 12 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2

＊二ヶ領本川 ・ 堰前橋 24 24 24 24 24 12 2 24 24 12 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2

＊平瀬川 ・
平瀬橋
(人道橋）

24 24 24 24 24 12 2 24 24 12 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2

＊麻生川 ・ 耕地橋 24 24 24 24 24 12 2 24 24 12 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2

＊真福寺川 ・ 水車橋前 24 24 24 24 24 12 2 24 24 12 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2

二ヶ領用水
円筒分水下流

・ 今井仲橋 12 12 12 12 12 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

二ヶ領用水
宿河原線

・ 出会い橋 12 12 12 12 12 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

五反田川 ・ 追分橋 12 12 12 12 12 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

片平川 ・ 片平橋下 12 12 12 12 12 6 6

有馬川 ・ 五月橋 12 12 12 12 12 6 6

渋川 ・ 渋川橋 12 12 12 12 12 6 6

4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4

矢上川 ・ 大日橋 4 4 4 4 4 4 4

矢上川 ・ 日吉橋 4 4 4 4 4 4 4

三沢川 ・ 下村橋下 4 4 4 4 4 4 4

二ヶ領本川 ・ 親水公園内 4 4 4 4 4 4 4

山下川 ・ 合流前 4 4 4 4 4 4 4

二ヶ領本川 ・ 南橋 4 4 4 4 4 4 4

二ヶ領用水
円筒分水下流

・ 鹿島田橋 4 4 4 4 4 4 4

平瀬川 ・ 支川合流後 4 4 4 4 4 4 4

平瀬川 ・ 中之橋 4 4 4 4 4 4 4

麻生川 ・ 山口橋 4 4 4 4 4 4 4

＊矢上川 ・ 矢上川橋 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

＊浮島沖 12 12 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 　 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2

＊東扇島沖 12 12 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 　 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2

＊ 12 12 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 　 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2

＊ 12 12 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 　 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2

＊ 12 12 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 　 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2

＊扇島沖 12 12 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 　 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2

末広運河先 4 4 4 2 4 4 4

大師運河先 4 4 4 2 4 4 4

夜光運河先 4 4 4 2 4 4 4

桜堀運河先 4 4 4 2 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

池上運河先 4 4 4 2 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 2 4 4 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

注）表の数字は本市の実施した年間の測定回数を示す。

＊は測定計画地点（なお、矢上川･矢上川橋については国土交通省が生活環境項目、

その他の項目の一部及び硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素について測定を実施している。）

は2層（上層、下層）について測定を実施した。

※は、水生生物の保全に係る要監視項目

※※は、人の健康の保護及び水生生物の保全に係る要監視項目

海
域

京浜運河扇町

東扇島防波堤西

京浜運河千鳥町

南渡田運河先

河
川

登戸雨水幹線

六ヶ村堀雨水幹線

宮内雨水幹線

健康項目生活環境項目

測定地点

調査項目
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フ
ェ

ノ
ー

ル
類

銅 溶
解
性
鉄

溶
解
性
マ
ン
ガ
ン

ク
ロ
ム

Ｅ
Ｐ
Ｎ

ニ
ッ

ケ
ル

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
※
※

ト
ラ
ン
ス
―

１
,
２
―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

１
,
２
―

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン

ｐ
―

ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

イ
ソ
キ
サ
チ
オ
ン

ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン

フ
ェ

ニ
ト
ロ
チ
オ
ン

イ
ソ
プ
ロ
チ
オ
ラ
ン

オ
キ
シ
ン
銅

ク
ロ
ロ
タ
ロ
ニ
ル

プ
ロ
ピ
ザ
ミ
ド

ジ
ク
ロ
ル
ボ
ス

フ
ェ

ノ
ブ
カ
ル
ブ

イ
プ
ロ
ベ
ン
ホ
ス

ク
ロ
ル
ニ
ト
ロ
フ
ェ

ン

ト
ル
エ
ン

キ
シ
レ
ン

フ
タ
ル
酸
ジ
エ
チ
ル
ヘ
キ
シ
ル

モ
リ
ブ
デ
ン

ア
ン
チ
モ
ン

フ
ェ

ノ
ー

ル
※

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
※

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー

エ
ピ
ク
ロ
ロ
ヒ
ド
リ
ン

ウ
ラ
ン

全
マ
ン
ガ
ン

４
―

ｔ
―

オ
ク
チ
ル
フ
ェ

ノ
ー

ル
※

ア
ニ
リ
ン
※

２
,
４
―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ

ノ
ー

ル
※

Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
及
び
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素

燐
酸
態
燐

電
気
伝
導
率

塩
化
物
イ
オ
ン

塩
分

陰
イ
オ
ン
界
面
活
性
剤

非
イ
オ
ン
界
面
活
性
剤

有
機
体
炭
素

ク
ロ
ロ
フ
ィ

ル
ａ

2 2 2 2 2 2 2 12 12 24 24 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 12 12 24 24 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 24 24 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 12 12 24 24 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 12 12 24 24 2 2 2

12

4 2 2

4 2 2

4 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 2 2 12

2 2 2 2 2 2 12 12 12 2 2 12

2 2 2 2 2 2 12 12 12 2 2 12

2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 2 2 12

2 2 2 2 2 2 12 12 12 2 2 12

2 2 2 2 2 2 12 12 12 2 2 12

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

その他の項目 特殊項目     要監視項目

 

 

 


